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薬剤・調剤関係の改革に関する「見える化」 、「ＫＰＩ」の設定について

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

平成28年度診療報酬改定 平成29年度
【制度改正議論】
【概念明確化】

30参照価格制度

31新薬創出
基礎的医薬品

32薬価改定頻度

34／35流通実態

29.後発薬の薬価引下げ

30.長期収載品引下げ

32.市場実勢価格に
基づく薬価改定

平成30年度診療報酬改定

37.門前薬局の
調剤報酬適正化

29.後発薬の薬価引下げ

30.長期収載品引下げ

32.市場実勢価格に
基づく薬価改定

37.門前薬局の
調剤報酬適正化

・改定の論点等について
は工程表で整理
・診療報酬改定の内容・
効果等を「見える化」

28.後発医薬品の数量シェア拡大

2017年央：70％
2020年度までのなるべく
早い時期：80％

34.医薬品の流通改善

・バーコード表示率：
100％

・妥結率や単品単価取
引の状況

36.かかりつけ薬局推進

・重複投薬・相互作用防
止の取組件数：○○件

・重複投薬の件数の「見
える化」

※DPC病院の「後発医薬品係数」など診療報酬の在り方
※後発医薬品の品質確認検査体制の強化

※未妥結減算により価格妥結が早期化する一方、単品単価取引が阻害されて実勢価格把握が困難
になったとの指摘に留意

※多剤投与・重複投与防止や残薬管理を行う薬局のインセンティブ（診療報酬）とセットで議論
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政策決定基盤としての情報整備の必要性

：個票（NDB・DPC）を「広く」利用可能にする
：公表統計のどこに何の統計があるのか、一覧化が必要
：公表資料（中医協）で出されるデータ（大量のPDF）の検索システム

★ 統計データはPDFではなくSpread Sheetsで出すべき

★ 類似した情報は一元的にまとめるべき

例）

医療施設数 ‐医療施設調査

医療法人数 ‐医政局医療経営支援課資料

薬局施設数 ‐衛生行政報告例・都道府県別医療情報ネット（薬局機能）

薬局法人数 ‐各地方厚生局・保険薬局開設者資料

・・・それぞれ別の場所にある

場合によっては行政文書開示手続きなどを要する
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項目別（㉙～㊳）議論
抜粋

㉘ 後発医薬品（数量シェア・安定供給・信頼性）

㉚ 長期収載品（特許切れ先発薬）の評価

㉛ 新薬創出加算

㊱ 薬局機能：調剤報酬（技術料）に関して

㊱ 薬局機能：かかりつけ薬局機能としての基準調剤加算

㊱ 薬局機能：かかりつけ薬局機能としての備蓄品目数

㊱ 薬局機能：かかりつけ薬局機能としての備蓄コスト（廃棄率）
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㉘ 後発医薬品（情報基盤・安定供給・信頼性）
： 価格の引下げ、数量シェアの普及などについては一定の成果がある
： 品目数が増加しており、情報基盤の整備が必要である
： 残された課題は後発医薬品の安定供給や品質の信頼性の確保

★ 医薬品マスター（保険収載品リスト）において、商品名だけでなく

一般名（成分名）・薬効（ATCコード）を併記すべき

※現状ではJAPIC（商品名・成分名対応表）など業者データ購入が必要

★ 後発医薬品の品目数が非常に増えているために、商品名だけでは何の

成分だかわからない。先発品も含め、一般名（成分名）で検索可能な

マスターを構築するべき

★ 後発医薬品の信頼性向上は普及のために不可欠。そのために検査体制

は重要である。ただし、品目数の増加に検査体制が追いつくのか

精査が必要である。（後発医薬品約10000品目→うち検査９００品目目標）
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事例１： 信頼性の向上
後発医薬品（長期収載品を含むEstablished Products） 部門で信頼度の高い
ファイザーは長期収載品と他社からのライセンスインにより商品構成を拡充
（信頼度・生産効率を高めるための規模拡大を行っている）
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http://pfizerpro.jp/lp/establish-g/about/

： Established Products とは、

特許期間が満了した「長期収載品」
と「後発医薬品」、および特許期限
間近の医薬品で効果と安全性が確
立しているもの

： 現在、特許期間満了の自社製品

だけでなく、他社からのライセンスイ
ンもふくめ、有名ブランドの製造ライ
ンを持つ

： 国内売上は約５５００億円（国内後

発品専業最大手の日医工の約５倍
の売上規模）

エスタブリッシュ部門の強み

：広範囲な製品ポートフォリオ

：質の改良力

：低価格製造



沖縄県では、調剤薬局の発注や在庫情報、卸の納品データを地域で共有し、在庫負
担の軽減や、品切れの際、すぐに在庫を確保できるようなネットワークシステムを薬
剤師会が構築している。
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事例２： 安定供給による後発品使用促進
後発品の使用率の高い地域では、地域の薬剤師主導で、在庫の一元管理や
患者への後発品提供が円滑にできるような取組みを実施している
（流通を工夫している）

沖縄県 薬剤師会の不動在庫・備蓄ネットワークシステム（MEDISS）

三菱UFJリサーチ（2012）「ジェネリック医薬品使用推進の先進事例等に関する調査」
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中医協資料
H25.11.13より転載

㉚ 長期収載品（特許切れ先発薬）の評価



㉛新薬創出加算 （約７００億円）
国内外の６５企業７０２品目に適用（厚生労働省資料H23より抜粋)
：薬価収載１５年以内（後発品なし）
：市場実勢価格との薬価との乖離率が平均以下である 等が要件
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「新薬」そのものではなく「新薬を作った企業」の医薬品に加算している
2000年から収載している古い医薬品も「新薬創出加算」の対象となっている
※2014年時点で758品目：ミクス編集部による2014年度薬価改定のアンケート調査（下記）
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㊱薬局機能 調剤報酬（技術料）に関して
調剤基本料 4,988億円＋薬学管理料 3,110億円＋調剤料 9,584億円
（平成26年度調剤医療費速報値 H27.9.3より)

★薬剤のパッケージ化・機械化が進み、実際には限界費用（１つの処方箋の処
理に係る追加的な費用）がゼロに近い状態にも関わらず、薬剤の処方量や処
方日数に応じた従量料金となっている。

★保険薬局の報酬体系が受付業務やピッキング業務など低スキルの部分 に
手厚く、重複防止加算（20点・10点）・ハイリスク薬加算（5点）・乳幼児服薬加算
（5点）など、高スキル（形のないサービス）に対しては低額な構造となっている。

★お薬手帳が一人当たり多数発行されるなど「一元管理」は形骸化している。
スマホなどにタッチで薬歴を入力するサービス、マイナンバー利用など、「一元
管理」の手法を見直すべきである。

★何らかの専門的なサービスが提供されない以上、患者にとって「かかりつけ
薬局」を持つインセンティブは生まれにくい。（薬を早く安く貰えればそれで十分）
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㊱かかりつけ薬局機能としての基準調剤加算
在宅療養を支援する薬局における基準調剤加算1・2（約700億）
: 加算１の算定割合51.7％：加算２の算定割合8.2％
（H26.6 社会保険診療行為別調査、調剤基本料算定回数に占める比率) 

https://www.e‐rapport.jp/news/mms_news/no119/02.html
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加算要件がH26改定で厳格化されたにも関わらず、
全国の5.7万薬局の業務の内、59.9％が24時間調剤及び在宅業務対応していることに
なっている。24時間対応の実績に基づいたかかりつけ薬局機能の議論が必要



㊱かかりつけ薬局機能としての備蓄品目数
(中医協資料：H27.10.7)
医薬品の備蓄は中央値で892品目を超えており、700品目以上の
備蓄は殆どの保険薬局で達成されていると考えられる
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㊱かかりつけ薬局機能としての備蓄コスト（廃棄率）
(中医協資料H23.10.21)
医薬品の廃棄率（在庫に対する金額比）は全体で0.45％
後発医薬品は0.83％： 備蓄のコストは低廉に抑えられている
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